
地域材利用木造住宅 

利子補給制度（23 年度） 
愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給金交付制度 

 

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 

 
※県ＨＰから『地域材』､『利子補給』等のキーワードで事業内容をご覧になれます。 

この制度は、県内における木造住宅の建設促進と、県内で生産される地域材の

利用拡大を目的としています。自らの居住を目的とする一戸建て住宅を、県内で

新築・購入される方が、住宅の主要部材に５０％以上の地域材を使用し、指定金

融機関の融資を受ける場合、最長５年間の利子補給を受けることができます。 



対象となる方 

○ 自らの居住を目的とする一戸建住宅を、県内で新築又は購入される方 
  ※「えひめ地域材の家」建設推進事業（別記）との併用も可能。 

対象となる住宅 

○ 地域材を住宅の主要部材に５０％以上利用 
○ 住宅部分の床面積が７５㎡以上 
○ 県内に事務所のある施工業者により建設 
○ 在来工法又は枠組壁工法により建設 

対象となる融資 

○ 指定金融機関の融資 （住宅金融支援機構の証券化支援事業融資も可） 
  ※自己資金や共済資金等は対象外。 

利子補給金の内容について 

●利子補給金には、全ての対象住宅に補給される「基本融資分」と、県の定める基準を満た
す住宅のみに補給される「えひめ優良木造住宅加算分」の２つの区分があります。 
両区分とも、補給を受けることのできる期間は最長で５年間で、半期ごとに交付額を決定し、
金融機関を経由して、対象者に交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

○「基本融資分」の算出方法 
① 対象住宅ごとの「地域材利用率」から、「適用利率」を決定します。 
② 住宅ローン借入額（上限 800万円）の残元金に対し、①で決定した利率により算出さ
れる額が「基本融資分」となります。 

 
○「加算分」の算出方法 
① 「基本融資分」を除く住宅ローン借入額（上限 500万円）の残元金に対し、年利 1.5％
の割合で算出される額が「加算分」となります。 

 
※ 住宅ローン借入額が 500 万円を超え、1,300 万円未満であり、「加算分」の適用を受け
る場合は、次の通りとなります。 
「基本融資分」 住宅ローン借入額 － 500 万円 
「加算分」   500 万円 

 

（注） 
※いずれの場合も、「借入金利の利率＜適用利率」の場合、借入金利の利率が適用
金利となります。 

 

利 子 補 給 額 

地域材利用率 基本融資分 
（上限額：800 万円） 

えひめ優良木造住宅加算分 
（以下、加算分） 
（上限額：500 万円） 

50％以上～70％未満 年 1.0％以内 

70％以上～90％未満 年 1.2％以内 

90％以上～ 

適
用
利
率 年 1.4％以内 

年 1.5％以内 



えひめ優良木造住宅加算について 

○ 長期優良住宅の認定を受けており、かつ住宅性能表示制度の「高齢者等への配慮に関する

こと」の等級３に適合する住宅を建設する場合、「基本融資分」のほか、「加算分」につ

いての利子補給を受けることができます。 

○ 指定金融機関で申込みをする以前に、建設地を管轄する特定行政庁で長期優良住宅の認定

の審査を受けるとともに、原則として下記の地方局・土木事務所において、設計審査を受

ける必要があります。（設計審査は、設計住宅性能評価を受けている場合に例外有り） 
地方局・土木事務所名 電話番号 管内市町 

東予地方局四国中央土木事務所 0896(24)4455 四国中央市 
東予地方局建設部建築指導課 0897(56)0361 新居浜市及び西条市 
東予地方局今治土木事務所管理課 0898(23)2500 今治市及び越智郡 
中予地方局建設部建築指導課 089(909)8778 松山市、伊予市、東温市、伊予郡及び上浮穴郡 
南予地方局八幡浜土木事務所管理課 0894(22)4111 八幡浜市、大洲市、喜多郡及び西宇和郡 
南予地方局建設部建築指導課 0895(23)2987 宇和島市、西予市、北宇和郡及び南宇和郡 

申込みの方法 

○ 下記の指定金融機関への融資申込みと同時に、各指定金融機関の窓口でお申込みください。 

○ 年間の募集戸数に到達した場合は、申し込みの受付が締め切りとなることがあります。 

○ 上半期（４～９月）と、下半期（１０～３月）に分け、受付を行なう予定です。 
 【指定金融機関（県内 9金融機関の本店及び支店）】 

金融機関名 電話番号 
株式会社伊予銀行 089(998)8900 
株式会社愛媛銀行 089(933)4468 
愛媛県信用農業協同組合連合会 089(948)5246 
愛媛信用金庫 089(946)1217 
宇和島信用金庫 0895(23)7000 
東予信用金庫 0897(37)1313 
川之江信用金庫 0896(58)1300 
愛媛県信用漁業協同組合連合会 089(933)8716 
四国労働金庫愛媛支店 089(948)1121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【地域材利用住宅証明書について】 
※地域材の利用状況については、木材協会が現場確認を行い、証明書を交付します。 

社団法人愛媛県木材協会 ＴＥＬ089(924)3603 
 
 

 

 

【用語解説】 
・地域材とは？ 

愛媛県内で生産された製材又は集成材のことをいいます。 

・主要部材とは？ 

在来工法 
土台、 大引、 根太、 通柱、 管柱、 間柱、 桁、 梁、 筋かい 
小屋束、棟木、 母屋、 垂木 

主
要
部
材 枠組壁工法 

土台、 床根太、 端根太、 側根太、 まぐさ、 天井根太、 たるき
むなぎ、 壁の上枠及び頭つなぎ、 壁のたて枠、 筋かい 

 

【お問い合わせ先】 
〒790-8570 松山市一番町四丁目４-２ 
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課 ＴＥＬ089(912)2758 



 
事務手続きの流れ 

○ 指定金融機関への融資申込みと同時に、各指定金融機関の窓口でお申込みください。 

○ えひめ優良木造住宅加算を受けられる方は、指定金融機関での申込み前に、次の手続きが必

要です。 

①特定行政庁（※１）へ、「長期優良住宅建築等計画認定申請書」を提出してください。 

②地方局・土木事務所へ、「高齢者配慮対策等級３」への適合を確認するため、「設計審

査申請書」を提出してください。 

○ 建売住宅では、建売業者があらかじめ各証明等を準備しておく必要があります。 
 

 

■えひめ優良木造住宅加算を受ける場合 

 

 

※指定金融機関で同時に申込む。 

 

 

（添付） 
 

 
 
 
 

 

（添付） 

 
 
 
 
 

（建築確認が必要な建物） 

                写し （添付）      （添付） 
写し(添付) 

 
 
 

 
 

 

※１ 特定行政庁：松山市、今治市、西条市、新居浜市、宇和島市、（左記以外の市については）愛媛県を指す。 

※２ 長期優良住宅建築等計画認定通知書 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第７条の規定に基づく認定通知書 

※３ 長期優良住宅完了報告書 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第１２条の規定に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 
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償還スタート 

工事フロー 建築基準法におけ

る手続き（一部） 

認定申請 

(長期優良住宅) かつ 

認定通知書 

※２ 

竣工時審査 

（高齢者配慮対

策等級３適合） 
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＋ 
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